
令和８年度子育て世帯に「伝わる」情報発信事業委託業務仕様書 

 

１ 業務名  

令和８年度子育て世帯に「伝わる」情報発信事業委託業務 

 

２ 委託期間 

契約日から令和９年２月２８日まで 

 

３ 業務目的  

   妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくりの推進に向け、子育て支援

パスポート（Go!Go!くっつき隊）（以下「パスポート」という。）を広く県民に周知し、

パスポートの利用促進及びパスポート協賛店舗の増加を図ることで、子育て世帯の経済的

負担を軽減するとともに、子育て世帯が外出した際に気軽に施設利用ができるなど過ごし

やすいと感じ、安心して外出するための環境づくりを推進し、社会全体で子育て世帯を支

援する機運の醸成を図る。 

   また、徳島県（以下、「県」という。）においては、子育て支援等に役立つ情報を一つ

にまとめた、県公式ホームページ「とくしまはぐくみネット（以下、「はぐくみネット」

という。）」を開設している。子育て世帯に、必要とする支援情報が確実に届けられるよ

う、はぐくみネットの記事整理等を行い発信することで、育児不安の払拭をはじめ、楽し

く子育てするための子育て環境の充実を図る。 

 

４ 業務内容 

（１）子育て支援パスポート利用促進に関する業務 

①パスポート事業の運営、管理及び推進 

「Go!Go!くっつき隊」応援事業実施要領に基づき、実施すること。 

  ア 新規協賛店舗の獲得 

・子育て世帯が外出した際に気軽に施設利用ができる環境づくりを推進するため、子育

て世帯に優しいサービスや設備を提供している店舗、施設等へ積極的に協賛の働きか

けを行うこと。 

イ 協賛店舗のサービス向上の推進 

・既存の協賛店舗に対し、サービスの向上について働きかけること。 

ウ 協賛店舗の管理・登録に関する事務 

・新規登録、変更及び辞退の申出のあった協賛店舗について、随時徳島県はぐくみ支援

ポータルサイト（とくしまはぐくみネット）への登録、変更、取消しを行うこと。 

なお、登録及び更新作業の実施方法については、必要に応じて徳島県（以下「県」と

いう。）が助言を行う。 

・協賛店舗掲示用ステッカー及び卓上 POP スタンド等を交付すること。 

・既存及び新規の協賛店舗について、とくしまはぐくみネット及びＳＮＳ等を活用して

効果的に周知すること。 

  エ リーフレット及びパスポートの配布 

・効果的な配布方法を検討し、市町村及び子育て支援拠点等関係機関に県と協議の上、

必要部数を配布すること。 

オ 資材の保管、在庫管理 

・リーフレット、パスポート及びステッカー等の資材の在庫管理を行うこと。 

カ 問合せ等の対応 

・協賛店舗、利用者からの問合せ、相談等の対応を行うこと。 

 

②資材の作成（印刷） 

県と事前に協議の上、次の資材を作成すること。 

なお、印刷部数については予定の数量であり、変更になることがある。 

ア 協賛店舗掲示用ステッカー 



 ・印刷部数：400 部 

 ・規格等：A5 以内、カラー、シール 

 ・掲載内容：県が見本を提示 

 ・新規協賛店舗等に配布を行うこと。 

イ 協賛店舗掲示用卓上 POP スタンド 

 ・印刷部数：200 部 

 ・規格等：縦 120mm×横 90mm×高さ 120mm 以内、カラー 

・掲載内容：県が見本を提示 

・新規協賛店舗等に配布を行うこと。 

ウ リーフレット 

 ・印刷部数：7,000 部 

 ・規格等：Ａ４、カラー、両面 

・掲載内容：県が見本を提示 

 

③情報発信・周知広報 

 ア SNS 等を活用した情報発信の方法 

・写真等を活用するなど、SNS 等で効果的に子育て世帯や店舗等に対してわかりやすい

情報発信を行うこと。また、協賛店舗からの情報発信を促すこと。 

・活用するツールは、子育て世帯を中心に周知するのに効果的なもの（Instagram 等）

とし、定期的に発信を行うとともに、情報拡散につなげること。 

イ SNS 等による発信内容 

・店舗情報、写真及び提供される特典等 

・パスポートについて 

・その他パスポートをはじめとする子育て支援情報 

  ウ その他周知広報 

  ・協賛店舗用ステッカーまたは卓上 POP スタンドの設置促進や、パスポートに関する広

報強化等により、パスポートの周知や子育てに温かい機運の醸成につなげること。な

お、実施方法については、必要に応じて県と協議を行うこと。 

 

④効果検証 

  ア パスポートの利用状況等の把握 

    協賛店舗及び子育て世帯に対し、県と内容を協議の上、パスポートの利用状況等につ 

いてアンケートを行うこと。 

イ アのアンケート結果を基に取組の効果検証を行うこと。 

  ウ 効果検証により抽出した課題等を整理し報告すること。 

  エ 要求水準及び目標値に対する実績を報告するとともに、分析を行うこと。 

 

（２）はぐくみネットに関する業務 

①掲載記事の情報更新 

・はぐくみネットには多数の記事が掲載されており、作成後相当期間が経過している記事

も含まれることから、掲載記事の内容確認や情報更新を行うこと。なお、現時点で想定

している対象記事は以下のとおりであるが、他自治体のサイト等を踏まえ、追加すべき

内容があれば提案すること。その他内容確認や情報更新が必要と思われる記事があれば

提案すること。 

対象記事（想定）： 

・県内子育て施設一覧（公園・公共施設）

https://www.pref.tokushima.lg.jp/hagukumi/facilities/koen/ 

・子育てのお悩みＱ＆Ａ 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/hagukumi/faq/ 

※上記対象記事に限らず、掲載内容の確認や情報更新を依頼する可能性がある。 

 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/hagukumi/facilities/koen/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/hagukumi/faq/


②新規記事の作成 

・子育て等に関するコンテンツの充実を図るため、新規記事を作成すること。なお、現時

点で想定している記事の内容は以下のとおり。 

＜記事内容（想定）＞ 

・県内市町村等が開催するこども・子育て世帯向けイベント情報 

・県の子育て支援施策及び関連施設等の紹介 

・「共働き・共育て」をテーマとした子育てに対するポジティブなイメージの発信につ

ながるもの 

・県内在住で子育てに取り組むインフルエンサーに対するインタビュー記事 

・作成する記事の本数は６本程度を想定すること。 

・作成する記事のうち１本以上は１１月の「秋のこどもまんなか月間」中に掲載すること。 

・作成する記事の内容、掲載時期については提案事項とし、契約締結後に県と協議の上、

決定すること。 

 

 ③SNS 等を活用した情報発信 

・②で作成した記事やその他県が指定する内容について、SNS 等を活用した情報発信を行

うこと。また、SNS 等については、４（１）③ア及びイと同じツールを活用すること。 

 

④その他 

・はぐくみネットの編集権限については、契約締結後に県より提供するものとする。 

・記事の作成に当たっては、県の公的な情報発信の場であることを踏まえ、偏った観点や

価値観に基づく内容とならないように、その公共性、公平性に十分に配慮すること。 

・記事の作成にあたっては、難しい言葉を言い換える等、閲覧者に配慮した分かりやすい、

やさしい日本語を基本とすること。 

・記事作成後、県で内容を確認した上で公開するものとする。 

 

５ 要求水準（目標値） 

（１）各業務に係る実施体制を整備すること。 

（２）活動の計画及び実施状況等の報告を県に行うこと。 

（３）各業務実施に関する効果的な広報を行うこと。 

（４）次のア及びイは要求水準とし、ウ～キは目標値とする。 

ア 新規協賛店舗への参画に向けた働きかけ数：150 件以上 

イ ＳＮＳ投稿件数：120 件以上 

ウ ＳＮＳフォロワー数：1,300 人以上（R8.5.19 現在 1,255 人） 

エ 子育て世帯向け設備のある店舗数：600 件以上（R8.3.13 現在 550 件） 

オ 新規協賛店舗数：50 件以上（R7 実績：67 件） 

カ パスポートダウンロード件数：2,500 件以上（R6 実績：2,680 件、R7 実績：2,483 件） 

キ 子育て世帯のパスポート利用率：60%以上 

 

６ 再委託の制限 

（１）受託者は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 

（２）受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、あらかじめ県の承認を得なければなら

ない。ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして、次に示

す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。 

ア  翻訳、通訳、速記、反訳等の類 

イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類 

（３）県は、（２）の承認をするときは、条件を付すことができる。 

 

７ 委託経費 

(１）県は、予算の範囲内で事業に要する経費（人件費、諸謝金、旅費、賃借料、印刷製本費、

消耗品費、通信運搬費、雑役務費、広告費）を委託料として支出する。 



（２）県は、受託者が仕様書、委託契約書又は徳島県契約事務規則に違反したとき、又は委託

事業の遂行が困難であると認めたときは委託契約を解除し、経費の全部又は一部について

返還を命じることができる。 

（３）事業規模については、総額 2,500 千円以内（税込み）とし、内訳として、「４業務の内

容」のうち、（１）が 1,500 千円以内、（２）が 1,000 千円以内とする。 

 

８ 権利関係 

（１）本業務による版権及び著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）

は、全て県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製、公表、貸与及び使用し

てはならない。 

（２）所有権及び著作権、肖像権について 

  ア 制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。 

  イ 委託業務に関する所有権及び著作権は、原則として全て県に帰属すること。ただし、

受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等（以下、「権

利留保物」という。）については、受託者に留保するものとし、この場合、県は権利留

保物を非独占的に使用できることとする。 

ウ 使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。 

 

９ 業務報告 

（１）必要に応じて県と打合せを行うとともに、事業の進捗状況及び今後の計画等について、

報告を行うこと。 

（２）本事業が完了したときは、実績報告として委託業務完了報告書（１部）に関係書類を添

えて、事業の完了日から１０日以内に提出すること。 

 

１０ その他 

（１）県は、受託者による委託事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な

是正措置を講ずるよう求めることができる。 

（２）県は、委託事業の実施に当たり、受託者の求めに応じて必要な資料、データ等の提供

並びに指導及び助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（３）県は、委託事業の実施状況及び経理処理状況について、必要に応じ、実態調査を行う

ことができる。また、受託者は、県の求めがあった場合は、委託事業に関して必要な書

類を提出しなければならない。 

（４）受託者は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなけ

ればならない。 

（５）この要項に定める事項のほか、委託事業の実施に当たり必要な事項については、別に

定める。 

（６）本仕様書に疑義が生じた事項及び定めのない事項については、全て両者協議の上、こ

れを解決するものとする。 


